
平成25年度雇用均等行政関係の相談・紛争解決の援助・是正指導の概要
－妊娠・出産、子育て期の労使トラブル増加傾向－

神奈川労働局雇用均等室

平成２５年度において、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働
法に関し、神奈川労働局雇用均等室が行った相談、紛争解決の援助、是正指導の状況は、
次のとおりとなっています。

１ 相 談 ～均等法は特に女性からの相談が多く、妊娠・出産関係が約半数の１８２件

相談
男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム労働法

３，１８１件 ７８０件 ２，２２０件 １８１件
労使の別）
労働者 49.0％ 労働者 29.6％ 労働者 38.1％
事業主 29.2％ 事業主 55.4％ 事業主 41.4％

２ 紛争解決の援助 ～妊娠・出産、子育て期の労使トラブルが６６件で最大

労働局長による紛争解決の援助

男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム労働法

１００件 ６０件 ４０件 ０件

調停会議による調停

男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム労働法

５件 ４件 １件 ０件

３ 是正指導 ～母性健康管理の是正指導件数が均等法指導件数全体の約４割

是正指導
男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム労働法

２，７８０件 ２０８件 １，３５９件 １，２１３件
内容順）
セクハラ 短時間勤務 正社員転換

１１３件 ３８１件 推進措置 ２４２件
母性健康管理 休業制度 短時間雇用管理者

８２件 ２６４件 の選任 ２１９件



４ 今後の対応のポイント
○ 妊娠・出産、子育て期にある労働者と事業主との間で、小さなすれ違いから労使ト
ラブルに発展するケースが後を絶ちません。
その背景には、①男女雇用機会均等法、育児・介護休業法を始めとする関係法令、

諸制度について、労使とも十分に理解していない、②妊娠・出産、子育てにより会社
への貢献度が一時的に下がる労働者をどのように処遇すべきか会社にノウハウがない
などの状況が窺えます。

○ 特に、パート社員や派遣社員など近年増加している非正規で働く人についても、男
女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されることの浸透を図るため、子育てを
しながら働き続けたい女性向け資料「あなたも取れる！ 産休＆育休 （厚生労働省」
作成）や「妊娠・出産、産前産後休業又は育児休業の申出や取得等を理由とした不利
益な取扱いは禁止されています！／神奈川労働局雇用均等室にご相談ください （神」
奈川労働局作成）を配布しています。

○ 一方、職業人としての成長を視野に入れつつ、妊娠・出産、子育て期をどのように
乗り切ればよいのか、女性も、そして企業も問われています。
職場の４割を占める女性の活躍は、企業活性化の鍵と言えます。
神奈川労働局では、引き続き、労働局長を始めとする職員が企業を訪問して、ポジ

ティブ・アクションの取組の促進を働きかけるほか、当局ホームページに開設した
「ポジティブ・アクション特設サイト」の一層の充実を図ることとしています。

～お問い合わせは～
神奈川労働局雇用均等室 電話０４５－２１１－７３８０
神奈川労働局ホームページ http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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